
東北町地域計画変更案 

 

【案件１】 地域計画区域内に設置された営農型太陽光発電設備に係る 

     農地の一時転用許可の期間満了に伴う再許可について    

・次の農地の一時転用許可申請について、再許可にあたり地域計画の達成に支

障が無いことを確認し、協議の場の取りまとめ様式に明記し、公表する。 

 当該農地の所在地等 

1 

東北町大字大浦字家ノ前 

62番1 
畑 1,573㎡ 

東北町大字大浦字家ノ前 

62番4 
田 192㎡ 

 

  転用期間 ： 許可の日から3年間 

 

（協議の概要・理由） 

・地域計画の策定前から設置されている営農型太陽光発電設備に係る農地につ

いては、一時転用許可の期間満了における再許可時に、協議の場で当該設備

の継続について協議し、取りまとめに問題ない旨を記載し、公表する必要が

ある。 

 

【案件２】 農地転用に係る農地を地域計画から除外することについて 

・次の農地を、東北町地域計画から除外する。 

 当該農地の所在地等 

1 東北町大字大浦字大浦63番4 畑 565㎡ 

 

（変更の概要・理由） 

・令和７年９月３０日時点で、農用地からの除外を要しない農地転用申請が１

件あり、許可される見込みであることから、事前に地域計画を変更（当該農

用地を地域計画から除外）する必要がある。 

 

【案件３】 地域計画のブラッシュアップに向けた相談窓口の設置について 

・地域計画のブラッシュアップに向けて、農業者等からの相談窓口を次のとお

り定め、町ホームページ等を活用して周知することを協議する。 

 

  相談窓口 ： 東北町農林水産課 農業振興係 地域計画担当 


